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 （１４時００分） 

議  長  皆さん、こんにちは。 

 開会に先立ちお知らせをいたします。 

 本日の議会は、クールビズ期間中につき、上着、ネクタイの着用なしでよろしいで

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、執行部より、議会全員協議会開催の申し出がありましたので、ご報告いたし

ます。本会議終了後、引き続き全員協議会を開催したいと思いますので、ご了承をお

願いいたします。 

 なお、議席番号１３番、久留米市の田中多門議員より欠席の連絡があっております

ので、ご報告いたします。 

開  会  

 議  長 ただ今から、平成３０年第２回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を開会し、

直ちに会議を開きます。 

なお、本日の出席議員は、１５人で会議は成立いたします。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に印刷配布のとおりであります。 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第６８条の規定によって、 

５番 大庭きみ子議員、６番 冨田栄一議員を指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日８月２０日の１日間としたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日の１日間と決定しました。 

 日程第３   

 議  長  日程第３ 「組合長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

組合長 

 組 合 長  皆様こんにちは。 

 本日、ここに、平成３０年第２回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を招集

しましたところ、議員の皆様方には公私ともご多忙の中、多数ご出席を賜りまして誠

にありがとうございます。 

 さて、今定例会におきましては、議案２件をご提案申し上げまして、審議をお願い

する次第でございます。 

 それでは、ただ今から、ご提案申し上げます案件につきまして、提案理由をご説明

さしあげます。 

 まず、議案第６号は、平成２９年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳

出決算の認定について、でございます。 

 関係法令の規定により、平成２９年度決算について、監査委員の意見書を添えて議

会の認定に付するものであります。 

 それでは、決算概要について、説明さしあげます。 

 平成２９年度決算は、歳入総額２，４９０，７７９千円に対しまして、歳出総額が

２，２３６，８７８千円となりまして、差引額２５３，９０１千円を翌年度へ繰り越



2 

 

すものであります。 

 なお、平成２９年度は、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費繰越額７７，

７６０千円がございましたので、実質収支額は１７６，１４１千円でございます。 

 歳入では、１款分担金及び負担金が１，５７８，４２６千円、８款地方債３３２，

４００千円、４款繰入金の３０３，９１０千円、等々が主なところでございます。 

 歳出では、２款総務費が４６５，６３８千円、３款施設運営費が１，４４６，４７

０千円、４款公債費は３２４，２０６千円でございました。 

 次に、議案第７号は、平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予

算（第１号）について、でございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，６８２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２，２７１，５６９千円とするものでございます。 

 歳入の補正では、５款繰越金の６６，６８２千円の増額、及び１款分担金及び負担

金の６０，０００千円の減額をお諮りいたします。 

 これにより、市町村負担金を減額することをご提案するものであります。 

 歳出の補正では、２款総務費で６５０千円、３款施設運営費で６，０３２千円の増

額補正をお諮りいたします。 

 以上、提案理由について説明申し上げましたが、本組合の運営上重要な案件でござ

いますので、慎重にご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。よろしくお願いいたします。 

 議  長  提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 議案第６号「平成２９年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入

歳出決算の認定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長 

 施設課長  私からご説明さしあげます。 

 平成３０年第２回議会定例会の上程議案について、ご説明いたします。 

 本定例会では、議案２件のご審議をお願いいたします。 

 別冊の議案書をお手元にお願いします。 

 議案書の１ページをご覧ください。 

 議案第６号「平成２９年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算の

認定について」 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見書を付けて、平成２９

年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算書を別冊のとおり本会の認

定に付する。 

 本日付け提出、組合長名であります。 

 決算内容については、後ほど説明を行います。 

 議案書の２ページをご覧ください。 

 去る、７月５日に実施されました決算審査を踏まえて作成されました、意見書を添

付しておりますので、ご確認をお願いします。 

 ７月２７日には、藤野代表監査委員から、組合長に決算審査講評をいただきました。

後ほど、代表監査委員から決算審査報告をいただきます。 

 以上で、議案書の説明を終わります。 

 引き続き、決算の説明を行います。 

 平成２９年度の決算概要について、別冊の「決算に係る主要施策の成果説明書」を

基に説明させていただきます。 
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 別冊の「決算に係る主要施策の成果説明書」をお手元にお願いいたします。 

 １ページをご覧ください。 

 総括表の１、歳入歳出決算額をご説明します。 

 歳入総額が、２，４９０，７７９千円で、４６８，６３７千円の増額、歳出総額が、

２，２３６，８７８千円で、４１８，５２１千円の増額となりまして、差引額は、２

５３，９０１千円で、５０，１１６千円の増額となっております。 

 なお、２９年度は、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費の繰越額７７，

７６０千円が計上されておりますので、実質収支額は、１７６，１４１千円で、２７，

６４４千円の減額となっております。 

 繰越明許費繰越につきましては、歳出、３款１項１目、１１節ごみ処理施設定期点

検整備業務の事業の一部を翌年度に事業繰越したものでございます。 

 九州北部豪雨災害の発災に伴いまして、災害ごみを最大限に受け入れいたしますた

めに、施設操業計画を変更、繰り延べして、計画の一部を３０年度で実施しました。

６月２９日に竣工しております。 

 次の２ページ以降は、金額表記が円単位となっておりますが、説明では千円単位で

進めさせていただきます。ご了承ください。 

 また、ご説明は、主要施策の成果説明書に沿って、主なものについて説明させてい

ただきますが、当該項目の決算書掲載箇所を随時お示しいたしますので、併せて決算

書もご確認いただきますようお願いいたします。 

 では、決算書のほうもお手元によろしくお願いいたします。 

 成果説明書の２ページを、まずお願いいたします。 

 歳入の内訳を説明いたします。 

 １款１項１目分担金及び負担金は、１，５７８，４２６千円で、９６，４７３千円

の減額です。 

 右上の表、市町村負担金の合計は、１，５７２，００８千円で、９６，５９９千円

の減額です。 

 当初予算での減額計上、これに加えまして、表欄外記載のとおり、九州北部豪雨災

害被災自治体の負担軽減などの観点から、６２，３０６千円を減額補正いたしました。 

 派遣職員人件費の６，４１８千円は、組合から筑前町に派遣している職員の人件費

です。 

 決算書をお開きください。 

 決算書では６ページになります。６ページを見ていただきます。 

 備考欄に同額を計上しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

 以降、先と同様に、説明事項の決算書での掲載箇所もお示してまいりますので、併

せて決算書の確認もお願いいたします。 

 それでは、成果説明書に戻りまして、２款１項１目使用料及び手数料は、３０，９

７３千円で、６，５８９千円の増額です。ごみ個人受付手数料でございます。 

 近隣施設と手数料料金の均衡化を図るとともに、直接参入の受益者負担率を適正化

するため、１０月から家庭系直接搬入手数料を、１０㎏当たり５０円から１５０円に

改定いたしました。 

 これにより、搬入件数は３４，３３７件となり、４．４％減少いたしましたけれど

も、手数料収入は料金値上げに伴い増額となったものでございます。 

 決算書では６ページ、備考欄中段に同額を掲載しておりますので、ご確認ください。 

 成果説明書に戻りまして、３款財産収入は、３１，３６７千円で、７，２００千円

の増額です。 

 このうち財産売払収入は、３０，８５１千円で、６，７６０千円の増額です。 
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 アルミやスチールなどの資源化物の物品売払収入で、破砕スチールの売払単価が増

高いたしまして、これが主な増額要因でございます。 

 決算書では６ページ、備考欄中下段あたりに同額の計上がございますので、ご確認

ください。 

 成果説明書の３ページをお願いします。 

 ４款１項１目繰入金は、３０３，９１０千円で、新規でございます。 

 財政調整基金繰入金で、財政調整基金条例を廃止して、基金を施設改修基金に一本

化するため、財政調整基金の残高全額を一旦基金繰入し、歳出で施設改修基金に積み

立てる措置を取っております。 

 決算書では６ページ、備考欄下段に同額を計上してございます。 

 成果説明書に戻ります。 

 ５款１項１目繰越金は、２８年度決算に基づく前年度繰越金でございます。 

２０３，７８５千円で、９３，３９２千円の減額です。 

 決算書では８ページ、備考欄の一番上に同額を計上してございます。 

 成果説明書に戻りまして、７款諸収入は、９，９１８千円で、８，４０３千円の増

額です。 

 表の内訳欄、一番上の余剰電力売電料が２，９１５千円で、１，７８４千円の増と

なりました。 

 ２９年度実施事業であります蒸気タービン発電機出力アップ改修整備、この事業の

効果分として、売電収入が増えたことが主な増額要因でございます。 

 表の内訳欄、一番下の九州北部豪雨災害ごみ処理経費６，５７３千円は、皆増です。 

 朝倉市・東峰村の豪雨災害被害で受け入れました災害ごみ、これの補助金交付申請

で用いられました補助対象経費分でございます。災害ごみの受入量は９０７．７５ｔ

ございました。 

 これが７款の主な増額要因となっております。 

 決算書では８ページ、中段あたりに計上してございます。 

 ８款地方債は、３３２，４００千円で、新規でございます。 

 後ほど説明いたしますけれども、１号炉ボイラ・第二集じん器更新修繕工事の実施

に際しまして、事業費の９０％を起債借入したものでございます。元利償還金が５

０％の交付税措置がございます。 

 決算書では、８ページの備考欄、最後に同額の計上がございます。 

 成果説明書の４ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳出の内訳のご説明をいたします。 

 １款１項１目議会費は、５６４千円で、５４千円の増額です。 

 議会の開催状況は、定例会２回、臨時会１回、全員協議会を３回開催いたしており

ます。 

 成果説明書の５ページをお願いいたします。 

 次に、総務費でございます。 

 ２款１項１目一般管理費は、１０１，１４１千円で、４，９７１千円の減額です。 

 ４の、決算額の主な増減額要因をご覧ください。 

 減額の主な要因は、①、②の職員１名の定年退職に伴う給料、職員手当等の減額と、

一番下の⑤の前年度、場内舗装工事終了等による工事請負費の減額によるものでござ

います。 

 他方、増額要因としましては、③の嘱託職員１名増による報酬の増額、④の管理棟

ＬＥＤ化、消防設備更新等による需用費の増額がございます。 

 決算書の１２ページをお開きください。 
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 その他で、一般管理費の特徴的な項目をいくつか挙げます。 

 まず、決算書１２ページ、一番上の欄、１１節需用費の備考欄、上から４番目の項

目、管理棟ＬＥＤ設備修繕費１，０８７千円は、２９年度新規事業として実施した管

理棟の照明器具のＬＥＤ化で、消費電力の削減を図ったものです。 

 次に、１９節負担金及び交付金の備考欄一番上、派遣職員負担金８，３４８千円は、

筑前町から組合に派遣されている職員の人件費相当額を筑前町に負担金として支出

するものです。 

 決算書の１４ページをお願いします。 

 上の段、２２節補償補填及び賠償金の協力金８，０００千円は、地元栗田区にお支

払いしている地元協力金でございます。 

 それでは、成果説明書の６ページにお戻りください。 

 決算書の１４ページの上中段あたりも併せてご参照ください。 

 ２款１項２目財政調整基金費は、３７６千円の利子積立で、３００千円の増額です。

短期国債の金利低下のなか、定期預金で運用しております。 

 なお、カッコ書きしておりますとおり、利子積立後に当該基金条例を廃止し、残高

全額を繰り入れて、施設改修基金に積み立てて、基金の一本化を図っております。 

 ２款１項３目施設改修基金費は、３６４，０５０千円で、２２４，０５０千円の増

額です。 

 内訳は、旧財政調整基金分、元金積立分が３０３，９１０千円ございまして、将来

の点検整備に備えての元金積立が６０，０００千円、利子積立が１４０千円となって

おります。 

 成果説明書の７ページをお願いします。 

 施設運営費でございます。 

 ３款１項１目ごみ処理運営費は、１，２７９，４６７千円で、３８９，１１９千円

の増額です。 

 説明欄の中段、１の主な支出項目をご覧ください。 

 ③のごみ処理施設定期点検整備業務２号炉分は、３４８，６０６千円でございます。 

 決算書では、１４ページ下のほう、１１節需用費、備考欄の上から４番目に同額を

計上してございます。 

 なお、決算書、１１節需用費の翌年度繰越額の欄、うち、繰越明許費の欄で計上の

７７，７６０千円は、繰越明許費繰越として、１号炉のごみ処理施設定期点検整備業

務を翌年度に繰り越したものでございます。 

 ④のタービン出力アップ改修整備費は、１１，１４１千円の皆増です。 

 決算書では次の、備考欄、上から５番目に同額を計上しております。 

 ２９年度新規事業として実施したもので、タービンの発電能力を増強して、売電収

入を向上させるとともに、買電電力料金の支出を削減させることができました。 

 ⑤、ごみ処理施設高天井器具ＬＥＤ設備修繕費７，２３６千円、⑥、ごみ処理棟Ｌ

ＥＤ設備修繕費１５，９８４千円は、ともに皆増でございます。 

 決算書では次の、備考欄、上から６番目、７番目に同額を計上してございます。 

 ２９年度新規事業として実施したもので、照明器具をＬＥＤ化しまして、消費電力

の削減及び、設備の長寿命化を図りました。 

 ⑨、可燃ごみ外部運搬処理委託料２９，９９５千円は、１号炉ボイラ、第二集じん

器更新修繕工事の工事期間中のごみ処理の外部委託費用で、これについても皆増で

す。 

 工事期間中、長期間休炉となるので、処理しきれない可燃ごみについて、筑前町の

全量分、それから大刀洗町の一部を「クリーンヒル宝満」に運搬し、処理をお願いし
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たものでございます。 

 ちなみに、委託処理しましたごみの総量は、１，２４０ｔでございました。 

 決算書では、１６ページ上段、１３節委託料の、備考欄の一番上に同額を計上して

ございます。 

 ⑩、１号炉ボイラ、第二集じん器更新修繕工事３６９，３６０千円は皆増です。 

 施設操業開始から１５年が経過しましたので、老朽化した施設・設備の改修・更新

工事を実施したものです。 

 平成２９年度から平成３２年度までの４カ年で実施する年次改修工事計画を策定

しておりまして、２９年度はその初年度の工事でございました。 

 先にも触れましたけれども、事業費の９０％は起債借入いたします。元利償還時に

は５０％の交付税措置がございます。 

 決算書では１６ページ中段、１５節工事請負費に増額を計上してございます。 

 成果説明書の８ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目リサイクルプラザ運営費は、１５５，０４９千円で、１６，８４７千

円の増額です。 

 ごみ処理棟と同様に、リサイクルプラザでも老朽化による機器等の修繕・交換費用

が増加しています。 

 説明欄の１、主な支出項目をご覧ください。 

 ①、リサイクルプラザ定期点検整備業務は、６１，１９３千円で、５，６８１千円

の増です。経年劣化に伴う整備項目の増加による増でございます。 

 決算書では、１６ページ下のほう、１１節需用費、備考欄の１番目に同額を計上し

てございます。 

 ③、原材料費は、１２，４８１千円で、７，０７４千円の増です。 

 設備修繕の増加に伴い、補填する機器部品等の購入が増加したことによります。 

 決算書では１８ページ上段、中ほどの１６節原材料費の備考欄をご覧ください。 

 なお、ここで前後いたしますけれども、１３節委託料で、決算書では１８ページ、

備考欄の一番上から４番目の項目で、ブロック等運搬処理委託料につきましては、平

成２９年の４月から新規事業として開始した、ブロック・スレート等７品目の受け入

れに伴う処理費用でございます。 

 受入実績は、搬入量１０．２９ｔで、処理委託料は１５９千円でございました。 

 成果説明書に戻りまして、３款１項３目リサイクル工房運営費は、６，０６０千円

で、１３５千円の減額です。 

 リサイクル工房では、展示会を年４回開催しております。 

 家庭の不用品をお譲りいただき、修理して必要な方に使っていただくリユースの仕

組みで、まだ使えるものはごみにしないで、長く使ってもらうという取り組みでござ

います。 

 展示品数は毎回３００点以上、来場者は毎回１，４００人以上と、圏域内の多くの

方々に親しんでいただいております。 

 なお、２９年度は、９月の展示会から、豪雨災害復興支援募金を募っております。

合計１９２，９８０円を朝倉市、東峰村にお渡しすることができております。 

 また、被災者支援の取り組みの一環として、１２月には参加者を豪雨災害被災者に

限定した展示会の開催も行っております。 

 ３款１項４目カゴ・コンテナ洗浄施設運営費は、５，８９５千円で、２３８千円の

減額でございました。 

 成果説明書の９ページをお願いいたします。 

 公債費でございます。 
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 ４款１項１目元金償還金が３２１，９６５千円、２目利子償還金が２，２４２千円

となっています。償還完了年度が近まりました関係で、大幅な減額となっております。 

 償還期間は、施設建設分が平成２９年度までで、法面災害復旧工事分が平成３３年

度までとなっております。 

 なお、平成２９年度の年次改修工事分は、３０年度から３９年度までの償還計画と

なっております。 

 ５款１項１目予備費ですが、平成２９年度は予備費からの充用はございませんでし

た。 

 決算概要の説明につきましては、以上でございます。 

 続きまして、別冊の一般会計歳入歳出決算書をお手元にお願いいたします。 

 決算の概要につきましては、歳入歳出とも、先ほどの主要施策の成果説明書の説明

と併せてご説明しましたので、決算書では、主に歳出で不用額が大きかった箇所の追

加説明をさせていただきます。 

 なお、金額は千円単位で申し上げます。 

 決算書の１４ページをお願いいたします。 

 １４ページ、下のほう、３款１項１目ごみ処理運営費では、８８，３１８千円が不

用額となっています。 

 １１節需用費では、７２，９７５千円が不用額となっております。 

 不用額が大きかったものとしましては、備考欄１番目の施設電気料ですけれども、

２９年度は、例年より安定操業を持続できましたために、溶融炉を休炉させたときに

生じます電力消費量の増高、これが些少ですみましたことなどにより、１２，７９７

千円が不用額となりました。 

 また、備考欄４番目のごみ処理施設定期点検整備業務は、支出額３４８，６０６千

円で、事業内容の精査により事業費総額を削減したこと、それから、入札減により、

５５，４８５千円の不用額となっております。 

 次に、１４ページ、一番下のほう、１３節委託料では、支出額２９０，９３９千円

で、８，５２６千円が不用額となっております。 

 １６ページをお願いいたします。 

 主な項目といたしましては、１６ページ、備考欄、上から２番目の項目、飛灰運搬

処理委託料は、支出額４６，２０６千円で、飛灰排出量の増量を見込んだ予算組みで

あったところ、前年より増加はいたしましたけれども、見込量までに達しなかったこ

とから、４，８２７千円が不用額となっております。 

 同備考欄、一番下の可燃ごみ外部運搬処理委託料は、支出額２９，９９６千円で、

ごみ処理の外部委託期間が実質４日間短縮できたことで、搬出ごみ量の削減分で、３，

６７４千円が不用額となりました。 

 １６ページ中段、１６節の原材料費では、６，６３７千円の不用額となっておりま

す。 

 １６節原材料費、備考欄一番上のコークスでは、支出額７１，４５１千円で、購入

単価の増高見込みがございましたけれども、想定価格まで上昇しなかったこと、また、

消費量が見込量以下ですんだこと等により、５，９９２千円の不用額となっておりま

す。 

 １６ページ下段、３款１項２目リサイクルプラザ運営費では、３８，６１１千円が

不用額となっております。 

 主な項目としましては、１１節需用費では、３４，４１９千円が不用額となってお

ります。 

 １１節需用費、備考欄一番上のリサイクルプラザ定期点検整備業務が支出額６１，
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１９３千円で、不用額が３３，１４１千円でございまして、これが主な要因となって

おります。これは、事業内容の精査により事業費総額を削減したことや、入札減によ

るものでございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書について、ご説明いたします。 

 飛びまして、２１ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書でございます。 

 ３項歳入歳出差引額は、２５３，９０１千円です。 

 ４項で、翌年度に繰り越すべき財源として、繰越明許費繰越額７７，７６０千円が

ありますので、５項実質収支額は、１７６，１４１千円となり、これを翌年度へ繰り

越すものでございます。 

 ２２ページをお願いします。 

 ２２ページ以降に、財産に関する調書を付しております。 

 土地、建物等において、年度中の増減はございません。 

 ２４ページをご覧ください。 

 最後に、４の基金の状況について説明します。 

 昨年度、財政調整基金を全額繰り入れして、施設改修基金に基金を一本化いたしま

した。 

 このことによりまして、施設改修基金の決算年度中増減高は、３６４，０５０千円

の増額となりまして、決算年度末現在高が５０４，０５０千円となっております。 

 以上で、平成２９年度決算についての説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりましたので、ここで監査報告をお願いします。 

 藤野代表監査委員の入室をお願いいたします。 

 （藤野代表監査委員入室） 

藤野代表監査

委員 

 監査委員を代表いたしまして、決算監査報告をいたします。 

 去る、７月２７日、山口監査委員とともに、地方自治法第２３３条第２項の規定に

基づき、平成２９年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算について、

慎重に審査いたしました結果、適切な執行がなされており、帳簿及び調書類は的確に

整理され、正確順当であると認めましたので、別紙、決算審査意見書を添えてご報告

いたします。 

 以上、監査報告を終わります。 

 議  長  ありがとうございました。 

 監査報告が終わりましたので、藤野代表監査委員の退席をお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 （藤野代表監査委員退席） 

 議  長  これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 議案第６号「平成２９年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算の

認定について」を、採決します。 

 議案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 
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 したがって、議案第６号「平成２９年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」は、原案のとおり可決されました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第７号「平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正

予算（第１号）について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長 

 施設課長  それでは、議案書の３ページをご覧ください。 

 議案第７号「平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１

号）について」 

 平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１号）を別冊の

とおり提出する。 

 本日付け、組合長名であります。 

 別冊の平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１号）を

お手元にお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 第１条で、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，６８２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，２７１，５６９千円とする旨、規定しております。 

 ２ページ及び３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 今回の補正予算は、歳出において、総額６，６８２千円を増額するものでございま

すが、歳入では、５款繰越金で、６６，６８２千円の増額を図りまして、歳出総額と

の差額となります６０，０００千円を、１款負担金の減額に充てて、市町村負担金を

減額するものとなっております。 

 昨年の九州北部豪雨災害の復旧・復興、また、この度の平成３０年７月豪雨災害で

は、構成市町村でも被害を被りましたことを勘案し、対処させていただく意向でござ

います。 

 それでは、事項別説明書で補正予算の説明をいたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３の歳出からご説明させていただきます。 

 ２款１項１目一般管理費は、６５０千円の増額としております。 

 ７節賃金５４３千円は、職員１名が休職となりましたので、代替職員として臨時職

員を雇用することに伴う予算追加、増額でございます。９月から１２月までの４カ月

分を計上しております。 

 ９節旅費１７千円、１４節使用料及び賃借料９０千円の増額は、新施設建設につい

て見識を深めますために、視察研修等を行う費用として、出張旅費及び貸切りバス借

上料を計上するものであります。 

 それから、３款１項１目ごみ処理運営費、１３節委託料は、一般廃棄物処理基本計

画策定委託料として、６，０３２千円を計上しています。新施設建設に係る基礎資料

となります基本計画、これを策定する費用でございます。 

 補正予算書、戻りまして６ページをお願いいたします。 

 ２の歳入について、ご説明いたします。 

 １款１項１目分担金は、先ほど説明いたしましたとおり、６０，０００千円を減額

計上いたしております。 

 なお、この減額分の補正財源としましては、先の、平成２９年度決算の実質収支額

の一部を、５款１項１目繰越金の増額補正分として６６，６８２千円を計上させてい



10 

 

ただいております。 

 以上で、補正予算の説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号「平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正

予算（第１号）について」を、採決します。 

 議案第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第７号「平成３０年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補

正予算（第１号）について」は、原案のとおり可決されました。 

 閉  会  

 議  長  以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 平成３０年第２回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（１４時４２分） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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